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１【提出理由】

　2026年６月24日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年６月24日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

2026年６月25日を効力発生日として、当社普通株式１株につき金22円、総額6,722,994,278円の期末

配当をおこなうものであります。

 

第２号議案　取締役14名選任の件

取締役として、後藤高志、西山隆一郎、石原雅行、古田善也、山崎公之、原田武夫、石橋憲司、多々

良嘉浩、辻廣雅文、有馬充美、小林洋子、高橋雅美、池田唯一及び新井佐恵子を選任するものであり

ます。

 

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、飯田光男、柳澤義一及び阪本智宏を選任するものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率 決議の結果

第１号議案 2,004,965 4,042 0 97.71％ 可決

第２号議案      

後藤高志 1,831,737 177,284 0 89.26％ 可決

西山隆一郎 1,816,322 186,527 6,167 88.51％ 可決

石原雅行 1,843,751 165,272 0 89.85％ 可決

古田善也 1,843,748 165,275 0 89.85％ 可決

山崎公之 1,844,400 164,623 0 89.88％ 可決

原田武夫 1,843,437 165,584 0 89.83％ 可決

石橋憲司 1,843,454 165,567 0 89.83％ 可決

多々良嘉浩 1,843,369 165,652 0 89.83％ 可決

辻廣雅文 1,871,247 137,781 0 91.19％ 可決

有馬充美 1,729,931 279,088 0 84.30％ 可決

小林洋子 1,872,493 136,535 0 91.25％ 可決

高橋雅美 1,859,988 149,040 0 90.64％ 可決

池田唯一 1,859,402 149,626 0 90.61％ 可決

新井佐恵子 1,873,395 135,633 0 91.29％ 可決

第３号議案      

飯田光男 1,744,307 264,598 0 85.01％ 可決

柳澤義一 1,862,587 146,325 0 90.77％ 可決

阪本智宏 1,863,305 145,607 0 90.81％ 可決

（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

　第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

　第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

２．賛成率は、出席議決権数（事前の議決権行使期限までに行使された議決権の個数と当日出席した株主の議決

権の個数の合計数）に対する、当社において賛成を確認した議決権の個数の割合により算出しております。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　事前の議決権行使期限までに行使された分に加え、当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して当社において

確認をおこなった分を合計したことにより、決議事項が可決されるための要件を満たしたか否かが明らかとなり、

会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主のうち、賛否の確認をおこなっていない議決権の数について

は加算しておりません。

 

以　上
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